
埼玉県キャリアアップ研修令和５年度

「保育士等キャリアアップ研修の実施について」(平成29年4月1日付　雇児保発0401第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育
課長通知別紙)の別紙「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」及び「埼玉県保育士等キャリアアップ研修実施機関指定要領」に
基づき、保育士等キャリアアップ研修を実施しております。

● 申込受入れに関する配慮事項
定員を超える申込みがあった場合には下記事項に配慮します。
・「対象者」に該当しない方は、受入れいたしません。　・一般社団法人さいたま市保育園連絡会からの申込みを優先いたします。
・申込み多数の場合、役職や専門分野等による調整を行いますので、あらかじめご了承ください。
・１施設から複数名の申込みも可能ですが、定員を超えた場合は各施設または法人で１名などの人数の調整をしていただきます。

● 受講者の変更およびキャンセル
・受講決定後の受講者変更およびキャンセルがある場合は、「お問い合わせ先」にある一般社団法人さいたま市保育園連絡会【研修部】へ変更事項等を受付期間内にメー
ルにてご連絡ください。

● 個人情報の取扱い
申込みの際の個人情報（園名、氏名、住所、電話番号、E-mailアドレス等）につきましては、研修会等の実施・運営（受講状況の確認、予定変更等に際してのご連絡）、資料等
の提供、研修会等のご案内の送付、当法人へのお問い合わせ対応、埼玉県への事業報告等の研修運営上の範囲内で利用します。

● その他の注意事項
・研修会の撮影・録画・音声の録音は厳禁です。　・主催、講師側による公共交通機関の遅れなどで開始時間が遅れた場合、最長30分まで延長いたします。
・講師側による当日キャンセルとなった場合、後日改めて日程調整をおこない随時ご連絡いたします。
・研修会場は窓を開け、常時換気させていただきます。また、研修会場の入場口に消毒用アルコールの設置を致します。十分な感染対策にご協力ください。
・マスクの着用につきましては個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねます。　・会場にて万が一体調が悪くなった場合、我慢なさらずに速やかに申し出てください。

本研修会では、①事前及び事後課題等を指定通りに提出し、②全ての研修科目の受講（全15時間のうち、ご自身の都合による15分以
上の遅刻、途中離席、早退は認められません。公共交通機関の遅延等のやむを得ないご事情の場合は、遅延証明書等をご提出くださ
い）が確認できた受講者に「保育士等キャリアアップ研修修了証」を発行いたします。修了証は、発行条件の確認後、約１ヶ月後に送付
先へ郵送いたします。

研修内容
研修科目 : ①保護者支援・子育て支援　②乳児保育　③障害児保育　④マネジメント
開催日程 : ①２０２３年８月２６日(土)・９月２日(土)［講師：橋本　圭介］　  ②２０２３年９月１６日(土)・９月３０日(土)［講師：島貫　征之］
　　　　   ③２０２３年１１月１１日(土)・１１月１８日(土)［講師：黒米　聖）　④２０２３年１１月２５日(土)・１２月２日(土)［講師：橋本　圭介］
開催時間 : ①～④　9:00～18:00（うち休憩1.5時間）　※受講開始の10分前には会場にお越しください。
開催方法 : 開催場所での対面形式
              ※会場は窓を開け、常時換気をしておりますが、マスクの着用につきましては個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねることと致します。
　　　　　　令和5年2月10日厚生労働省事務連絡「マスクの考え方の見直し等について」より
開催場所 : くまの子倶楽部会議室　2階
　　　　　〒330-0854　埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目702-1
各定員数 : 30名　※先着順・事前申込（定員になり次第、締切となります。） ※個人での申込は出来ません。
受講費用 : 無料（テキスト代含む）使用教材【中央法規出版　保育士等キャリアアップ研修テキスト】
申込方法 : 一般社団法人さいたま市保育園連絡会のホームページ内にある「申し込みフォーム」からお申し込みください。
受付期間 : ①２０２３年７月１０日（月）～２０２３年８月６日（日）　　　②２０２３年７月３１日（月）～２０２３年８月２７日（日）
　　　　  ③２０２３年９月２５日（月）～２０２３年１０月２２日（日）　④２０２３年１０月９日（月）～２０２３年１１月５日（日）
受講可否 : 受講決定者には、申込締切後およそ１週間程度で、受講番号を申し込みいただいたメールアドレス宛に送付いたします。

保育所等（子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業をいう。)の保育現場において、それぞれの
専門分野に関してリーダー的な役割を担う者（当該役割を担うことが見込まれる者を含む。）
【Point】令咊５年度より＜月額４万円の処遇改善の対象者＞は、１科目以上の修了が必須となりました。
【Point】令和６年度より＜月額５千円の処遇改善の対象者＞は、１科目以上の修了が必須となりました。

一般社団法人さいたま市保育園連絡会

一般社団法人さいたま市保育園連絡会【研修部】  Mail：info@saitamashi-hoiku.com
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